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行
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一
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。
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学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

学
校
教
育
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
義
務
教
育
学
校
」
の
下
に
「
、
高
等
学
校
」
を
加
え
、「
の
前
期
課
程
」
を
削
る
。
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則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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成
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十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
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宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
七
条
中
「
特
別
支
援
教
育
室
、
高
校
教
育
課
」
を
「
高
校
教
育
課
、
特
別
支
援
教
育
課
」
に
、「
全
国
高
校
総
体

推
進
室
、
生
涯
学
習
課
、
全
国
高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室
」
を
「
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涯
学
習
課
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文
化
財
保
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化
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課
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。
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中
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備
法
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一
般
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一
般
財
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法
人
に
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る
法

律
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益
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法
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益
財
団
法
人
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定
等
に
関
す
る
法
律
の
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に
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う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
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平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
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に
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め
、
同
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
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第
十
八
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
九
条
第
二
号
中
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及
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子
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も
手
当
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る
。

　

第
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一
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一
号
中
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、
中
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教
育
学
校
及
び
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支
援
学
校
」
を
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及
び
中
等
教
育
学
校
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に
改
め
、
同
条
第
二

号
中
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中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
り
、「
、
義
務
教
育
学
校
及
び

特
別
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学
校
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教
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。
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。
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。
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書
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他
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教
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す
る
こ
と
。

　

第
十
二
条
を
削
り
、
第
十
三
条
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第
十
二
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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）
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第
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特
別
支
援
教
育
課
の
分
掌
事
務
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次
の
と
お
り
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す
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。
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。
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学
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編
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教
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。
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管
理
運
営
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。
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特
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支
援
教
育
に
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る
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策
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こ
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。
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校
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教
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特
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学
校
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教
育
課
程
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。
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学
校
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学
校
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教
育
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校
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等
学
校
の
通
級
に
よ
る
指
導
に
お
け
る
教
育
課
程
に
つ
い
て
の
指

導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。
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特
別
支
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学
校
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学
習
指
導
、
生
徒
指
導
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び
進
路
指
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。

　

八 　

小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
特
別
支
援
学
級
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
教
科
用
図
書
そ
の
他
の
教

材
に
関
す
る
こ
と
。

　

九　

特
別
支
援
学
校
に
関
す
る
教
育
団
体
の
育
成
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
三
条
の
三
第
十
一
号
中
「
公
益
財
団
法
人
宮
城
県
体
育
協
会
（
昭
和
四
十
六
年
八
月
十
三
日
に
財
団
法
人
宮
城

県
体
育
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）、
公
益
財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
」
を
「
公
益

財
団
法
人
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
の
四
を
削
り
、
第
十
三
条
の
五
を
第
十
三
条
の
四
と
す
る
。

　

第
十
三
条
の
六
を
削
り
、
第
十
三
条
の
七
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
文
化
財
保
護
課
」
を
「
文
化
財
課
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
三
条
の
五
と
す
る
。

　

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
処
理
し
、
特
別
支
援
教
育
室
の
庶
務
は
、
義
務
教
育
課
に
お
い
て
処
理
し
、
全
国
高
校

総
体
推
進
室
の
庶
務
は
、
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
に
お
い
て
処
理
し
、
全
国
高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室
の
庶
務
は
、
生
涯
学

習
課
に
お
い
て
処
理
す
る
」
を
「
処
理
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
課
、
義
務
教
育
課
、
ス
ポ
ー
ツ
健
康

課
及
び
生
涯
学
習
課
」
を
「
総
務
課
」
に
、「
第
十
三
条
の
七
」
を
「
第
十
三
条
の
五
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、

義
務
教
育
課
の
課
長
、
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
の
課
長
又
は
生
涯
学
習
課
の
課
長
」
及
び
「
、
特
別
支
援
教
育
室
の
室
長
、

全
国
高
校
総
体
推
進
室
の
室
長
又
は
全
国
高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室
の
室
長
」
を
削
る
。

　

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

第
三
章　

地
方
機
関

　

第
二
十
条
の
二
を
削
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
地
方
機
関
及
び
地
域
事
務
所
（
以
下
「
地
方
機
関
等
」
と
い
う
。）」
を
「
地
方
機
関
」
に
、

「
当
該
地
方
機
関
等
」
を
「
当
該
地
方
機
関
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
の
二
及
び
第
二
十
五
条
中
「
地
方
機
関
等
」
を
「
地
方
機
関
」
に
改
め
る
。

「

宮
城
県
気
仙
沼
高
等
学
校

気

仙

沼

市

第
二
十
六
条
の
表
中

宮
城
県
気
仙
沼
西
高
等
学
校

を

宮
城
県
本
吉
響
高
等
学
校

」

「

宮
城
県
気
仙
沼
高
等
学
校

気

仙

沼

市

に
改
め
る
。

宮
城
県
本
吉
響
高
等
学
校

」

第
二
十
七
条
の
表
中
「

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校　

小
牛
田
校

遠
田
郡
美
里
町

」
を

「

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校　

小
牛
田
校

遠
田
郡
美
里
町

に
改
め
る
。

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校　

松
陵
校

仙
台
市

」

　

第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
管
理
調
整
部
、
研
究
研
修
部
及
び
教
育
支
援
部
」
を
「
企
画
管
理
部
及
び
教
育
推
進

部
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
各
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

企
画
管
理
部

　

一　

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
事
業
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

　

三 　

事
務
職
員
、
技
術
職
員
、
司
書
そ
の
他
の
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
（
教
育
職
員
を
除
く
。）
の
研
修
に
関

す
る
こ
と
。

　

四　

庁
舎
の
管
理
運
営
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

庁
舎
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

七　

そ
の
他
教
育
推
進
部
の
分
掌
に
属
さ
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

教
育
推
進
部

　

一　

教
育
職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

教
育
に
関
す
る
調
査
研
究
、
開
発
、
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。
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三　

教
育
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

教
育
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
保
管
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

情
報
教
育
に
係
る
生
徒
の
実
習
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

そ
の
他
教
育
推
進
に
必
要
な
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
第
二
号
中

「

障
害
児
就
学

指
導
審
議
会

障
害
児
就
学
指
導
審
議
会
条
例
（
昭
和
五
十

年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
障
害
の
あ
る
学
齢
児
童
、
学
齢
生

徒
等
の
就
学
指
導
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調

査
審
議
及
び
教
育
委
員
会
に
対
す
る
意
見
の

具
申
に
関
す
る
こ
と
。

特
別
支

援
教
育

室

」
を

「

就
学
支
援
審

議
会

就
学
支
援
審
議
会
条
例
（
昭
和
五
十
年
宮
城

県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
障
害
の
あ
る
学
齢
児
童
、
学
齢
生
徒
等
の

就
学
に
係
る
教
育
支
援
に
関
す
る
重
要
事
項

の
調
査
審
議
及
び
教
育
委
員
会
に
対
す
る
意

見
の
具
申
に
関
す
る
こ
と
。

特
別
支

援
教
育

課

」
に
改
め
、
同
表
文
化
財
保
護
審
議
会

の
項
中
「
文
化
財
保
護
課
」
を
「
文
化
財
課
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
の
宮
城
県
第
二
総
合
運
動
場
（
宮
城
県
仙
南
総
合
プ
ー
ル
及
び
宮
城
県
長
沼
ボ
ー
ト
場
以
外
の
施
設
）
及

び
宮
城
県
総
合
運
動
公
園
（
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
、
宮
城
ス
タ
ジ
ア
ム
補
助
競
技
場
、
投
て
き
場
、
総
合
体
育
館
、
総
合

プ
ー
ル
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
及
び
合
宿
所
並
び
に
そ
の
周
辺
の
公
園
施
設
並
び
に
宮
城
県
サ
ッ
カ
ー
場
）
の
項
中
「
宮
城

県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団
」
を
「
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

市
町
村
立
小
中
学
校
の
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
の
職
の
設
置
基
準
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

　
　
　

市
町
村
立
小
中
学
校
の
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
の
職
の
設
置
基
準
を
定
め
る
規
則

　

市
町
村
立
小
中
学
校
の
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
の
職
の
設
置
基
準
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

市
町
村
立
学
校
の
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
の
職
の
設
置
基
準
を
定
め
る
規
則

　

第
二
条
中
「
及
び
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。）」
に
、「
第
五
条
の
二
」

を
「
第
六
条
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
小
学
校
及
び
中
学
校
」
を
「
学
校
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

　
　
　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「
□　

大
河
原
教
育
管
内

　
　
　

□　

仙
台
教
育
管
内

　
　
　

□　

北
部
教
育
管
内
大
崎
地
区

　

様
式
第
八
号
中　

□　

北
部
教
育
管
内
栗
原
地
区

　
　
　

□　

東
部
教
育
管
内
登
米
地
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　

□　

東
部
教
育
管
内
石
巻
地
区

　
　
　

□　

気
仙
沼
教
育
管
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
□　

大
河
原
教
育
事
務
所
管
内

　
　
　

□　

仙
台
教
育
事
務
所
管
内

　
　
　

　

□　

北
部
教
育
事
務
所
管
内

　
　
　
　

□　

東
部
教
育
事
務
所
管
内

　

に
改
め
る
。

　

□　

気
仙
沼
教
育
事
務
所
管
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
属
す
る
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
宮
城
県
教
育
委
員
会

規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
地
域
事
務
所
」
を
削
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

宮
城
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

　
　
　

宮
城
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
（
平
成
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に

第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

一 　

事
務
職
員
、
技
術
職
員
、
司
書
、
そ
の
他
の
職
員
及
び
県
費
負
担
教
職
員
（
教
育
職
員
を
除
く
。）
の
階
層
別

等
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
三　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

別
表
（
第
二
条
関
係
）
第
二
号
の
表
中

「

地
方
機

関
等
の

長
印

一
般
文
書
用

方
二
〇

宮城県（地方

機 関 等 名）

長 之 印

各
地
方
機

関
等
の
長

を

一
般
文
書
用

方
二
〇

宮城県北部
教育事務所
長 之 印

栗原地域事

務 所 用

宮
城
県
北

部
教
育
事

務
所
栗
原

地
域
事
務

所
長

一
般
文
書
用

方
二
〇

宮城県東部
教育事務所
長 之 印

登米地域事

務 所 用

宮
城
県
東

部
教
育
事

務
所
登
米

地
域
事
務

所
長

」

「

地
方
機

関
の
長

印

一
般
文
書
用

方
二
〇

宮 城 県（地

方 機 関 名）

長 之 印

各
地
方
機

関
の
長

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
四
項
中
「
及
び
地
域
事
務
所
（
以
下
「
地
方
機
関
等
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
項
及
び
第
十
条
第
一
項

中
「
地
方
機
関
等
」
を
「
地
方
機
関
」
に
改
め
る
。
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別
表
第
一
第
一
号
中

「

七　

そ
の
他
の
事
務

　

１　

各
種
行
事
の
共
催
、
後
援
の
承
認

課
長

」
を

「

七　

そ
の
他
の
事
務

　

１　

各
種
行
事
の
共
催
、
後
援
の
承
認

　
　

⑴　

⑵
以
外
の
も
の

　
　

⑵　

定
例
的
な
も
の

教
育
次
長

課
長

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
第
三
号
の
表
第
五
号
中
「
及
び
子
ど
も
手
当
」
を
削
る
。

　

別
表
第
一
第
五
号
中

「

七 　

県
立
特
別
支
援
学
校
の
年
度
中
途
に
お
け
る
学
級
編

制
変
更
決
定

八 　

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
高
等
部

等
の
年
度
中
途
に
お
け
る
教
職
員
定
数
の
配
当

課
長

課
長

」
を

「

七 　

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
年
度
中
途
に
お
け
る
教
職

員
定
数
の
配
当
（
特
別
支
援
教
育
課
の
分
掌
に
係
る
も

の
を
除
く
。）

課
長

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

七　

特
別
支
援
教
育
課

事　
　
　

項　
　
　

名

専　

決　

者

一　

学
教
法
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
務

　

１ 　

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
置
か
れ
る
学
科
の
設

置
廃
止
の
認
可

　

２ 　

特
別
支
援
学
校
の
学
則
の
変
更
届
出
の
受
理

　

３ 　

市
町
村
教
育
委
員
会
か
ら
の
視
覚
障
害
者
等
の
通

知
及
び
学
齢
簿
謄
本
の
受
理

　

４ 　

視
覚
障
害
者
等
の
保
護
者
に
対
す
る
入
学
期
日
及

び
就
学
す
べ
き
学
校
の
通
知

　

５ 　

視
覚
障
害
者
等
の
氏
名
及
び
入
学
期
日
の
特
別
支

援
学
校
長
及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
へ
の
通
知

　

６ 　

市
町
村
教
育
委
員
会
に
対
す
る
視
覚
障
害
者
等
の

就
学
す
べ
き
学
校
の
指
定
通
知

　

７　

視
覚
障
害
者
等
の
区
域
外
就
学
届
の
受
理

　

８　

視
覚
障
害
者
等
の
区
域
外
就
学
の
承
認

　

９ 　

視
覚
障
害
者
等
の
課
程
修
了
前
の
退
学
の
届
出
の

受
理

　

10 　

視
覚
障
害
者
等
で
な
く
な
っ
た
旨
の
通
知
の
受
理

及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
へ
の
通
知

　

11 　

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
二
部
授

業
実
施
届
出
の
受
理

　

12 　

市
町
村
立
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
教
育
課
程
編

成
の
特
例
に
つ
い
て
の
届
出
の
受
理

課
長

課
長

課
長

教
育
次
長

課
長

課
長

課
長

教
育
次
長

課
長

課
長

課
長

課
長

二 　

県
立
学
校
管
理
規
則
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る

事
務
（
高
等
学
校
及
び
中
学
校
に
関
す
る
も
の
を
除

く
。）

　

１ 　

学
校
が
行
う
教
育
活
動
等
の
評
価
結
果
の
報
告
の

受
理

　

２　

学
期
の
変
更
の
承
認

　

３　

臨
時
休
業
の
届
出
の
受
理

　

４　

学
校
事
故
の
報
告
の
受
理

　

５　

教
育
課
程
の
届
出
の
受
理

　

６ 　

県
外
に
お
い
て
宿
泊
を
伴
う
修
学
旅
行
そ
の
他
の

学
校
行
事
（
体
育
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）
の
実

施
計
画
及
び
実
施
報
告
の
受
理

　

７　

修
学
旅
行
実
施
基
準
を
超
え
る
旅
行
の
承
認

　

８　

児
童
生
徒
の
退
学
及
び
停
学
処
分
の
報
告
の
受
理

　

９　

教
材
の
届
出
の
受
理

　

10　

学
校
評
議
員
の
任
免
の
報
告
の
受
理

　

11　

学
校
施
設
、
設
備
の
長
期
異
例
の
利
用
の
指
示

三 　

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
法
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　

１ 　

法
施
行
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
支
弁
区
分
の
決

定

　

２　

法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
資
料
の
受
理

四 　

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関

す
る
法
律
施
行
に
関
す
る
事
務

　

１　

特
別
支
援
学
校
の
教
科
用
図
書
受
領
冊
数
の
確
認

　

２ 　

特
別
支
援
学
校
の
教
科
用
図
書
給
与
児
童
生
徒
数

の
報
告
の
受
理

五 　

教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
施
行
に
関

す
る
事
務

　

１ 　

小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
特
別
支

援
学
級
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
教
科
用
図
書
目
録

の
配
布

　

２ 　

特
別
支
援
学
校
の
教
科
書
の
需
要
数
の
報
告
の
受

理
及
び
教
科
書
発
行
者
へ
の
報
告

六　

研
究
校
の
指
定

七　

巡
回
指
導
の
実
施

八 　

県
立
特
別
支
援
学
校
の
年
度
中
途
に
お
け
る
学
級
編

制
変
更
決
定

九 　

県
立
特
別
支
援
学
校
の
年
度
中
途
に
お
け
る
教
職
員

定
数
の
配
当

課
長
教
育
次
長

課
長
教
育
次
長

課
長

課
長
課
長

課
長
課
長
課
長
教
育
次
長

課
長
課
長

課
長

課
長

課
長

課
長

教
育
次
長

課
長

課
長

課
長

　

別
表
第
一
第
十
号
中
「
文
化
財
保
護
課
」
を
「
文
化
財
課
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
二
号
中
「
及
び
地
域
事
務
所
」
を
削
り
、
同
号
の
表
第
六
号
中
「（
地
域
事
務
所
の
長
を
除
く
。）」
を

削
る
。

　

別
表
第
三
中

「
　

二 
十
三　
工
事
に

係
る
検

査
職
員

の
任
命

　

一
件
六
百

万
円
以
上
四

千
万
円
未
満

の
工
事
に
係

る
も
の

　

一
件
六
百

万
円
未
満
の

工
事
に
係
る

も
の

」
を
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「
　

二 

十
三　
工
事
に

係
る
検

査

　

一
件
四
千

万
円
未
満
の

工
事
に
係
る

も
の

」
に
改
め
、

同
表
第
三
十
八
号
及
び
第
三
十
九
号
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

　
　
　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
庁
本
庁
文
書
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
九
条
第
二
項
第
二
号
⑵
中
「
特
教
第　
　
　

号　
　
　
　

特
別
支
援
教
育
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
第　
　
　
　

号　
　
　
　

高
校
教
育
課　
　

」
を

「
高
第　
　
　
　

号　
　
　
　

高
校
教
育
課

　

特
教
第　
　
　

号　
　
　
　

特
別
支
援
教
育
課
」
に
、

「
総
体
第　
　
　

号　
　
　
　

全
国
高
校
総
体
推
進
室

　

生
第　
　
　
　

号　
　
　
　

生
涯
学
習
課

　

総
文
第　
　
　

号　
　
　
　

全
国
高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室

　

文
第　
　
　
　

号　
　
　
　

文
化
財
保
護
課　
　
　
　
　
　

」
を
、

「
生
第　
　
　
　

号　
　
　
　

生
涯
学
習
課

　

文
第　
　
　
　

号　
　
　
　

文
化
財
課　

」
に
改
め
る
。　　

　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

　
　
　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

地
方
機
関
等
文
書
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「（
地
域
事
務
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

　

別
表
中
「
宮
城
県
気
仙
沼
教
育
事
務
所　
　
　
　
　
　
　

気　

教

　
　
　
　
　

宮
城
県
北
部
教
育
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所　

北
教
栗

　
　
　
　
　

宮
城
県
東
部
教
育
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所　

東
教
登
」
を
、

「
宮
城
県
気
仙
沼
教
育
事
務
所　
　
　
　
　
　
　

気　

教
」
に
改
め
、

「
宮
城
県
気
仙
沼
高
等
学
校　
　
　
　
　
　
　
　

気　

高

　

宮
城
県
気
仙
沼
西
高
等
学
校　
　
　
　
　
　
　

気
西
高
」
を
、

「
宮
城
県
気
仙
沼
高
等
学
校　
　
　
　
　
　
　
　

気　

高
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

　

事
務
職
員
等
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

　
　
　

事
務
職
員
等
研
修
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
職
員
等
研
修
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
受
講
で
き
る
も
の
」
を
「
受
講
で
き
る
研
修
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
総
務
課
長
」

を
「
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
又
は
総
務
課
長
（
以
下
「
所
長
等
」
と
い
う
。）」
に
、「
行
う
も
の
」
を
「
行
う
研
修
」

に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
第
二
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
所
長
等
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
中
「
総
務
課
長
は
」
を
「
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
総
務
課
長
と
協
議
の
上
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
総
務
課
長
」
を
「
所
長
等
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
総
務
課
長
」
を
「
別
に
」
に
改
め
る
。

　

様
式
（
第
七
条
関
係
）
中
「
宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
長
」
を
「
宮
城
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
又
は
宮
城
県
教
育

庁
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
共
催
及
び
後
援
名
義
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
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教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
共
催
及
び
後
援
名
義
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
共
催
及
び
後
援
名
義
取
扱
規
程
（
平
成
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

教
育
長
は
、
次
の
各
号
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
行
事
に
つ
い
て
、
共
催
等
の
承
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

当
該
行
事
を
完
遂
す
る
能
力
が
あ
る
も
の
に
よ
る
主
催
で
あ
る
こ
と
。

　

二 　

教
育
、
学
術
、
文
化
又
は
ス
ポ
ー
ツ
の
向
上
又
は
普
及
に
寄
与
し
、
教
育
委
員
会
の
方
針
及
び
施
策
に
反
し
な

い
行
事
で
、
公
益
性
が
あ
る
こ
と
。

　

三　

法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
。

　

四　

暴
力
行
為
、
迷
惑
行
為
そ
の
他
社
会
的
な
非
難
を
受
け
る
行
為
を
伴
う
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　

五　

営
利
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
。

　

六　

宗
教
的
又
は
政
治
的
目
的
を
有
し
な
い
こ
と
。

　

七　

当
該
行
事
の
規
模
は
、
広
範
囲
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

八　

当
該
行
事
の
開
催
場
所
は
、
保
健
衛
生
及
び
災
害
防
止
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　

九　

そ
の
他
不
適
当
と
認
め
る
こ
と
が
無
い
こ
と
。

　

第
四
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
六
条
第
一
号
中
「
事
業
計
画
書
」
を
「
行
事
計
画
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
事
業
関
係
者
」
を
「
行
事
関

係
者
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
承
認
」
を
「
共
催
等
の
承
認
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
事
業
計
画
」
を
「
行

事
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
事
業
終
了
後
」
を
「
行
事
終
了
後
」
に
改
め
、「（
様
式
第
三
号
）」
の
下
に
「
、

収
支
決
算
書
及
び
そ
の
他
必
要
書
類
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
事
業
経
費
」
を
「
行
事
に
係
る
経
費
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
承
認
の
取
消
し
）

第 

八
条　

教
育
長
は
、
共
催
等
の
承
認
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
り

当
該
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

虚
偽
の
申
請
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
と
き
。

　

二　

第
四
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

　

三　

前
条
に
規
定
す
る
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

　

四　

承
認
を
受
け
た
も
の
か
ら
取
消
し
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。

　

五　

そ
の
他
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

２ 　

前
項
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
教
育
長
は
、
必
要
に
応
じ
、
申
請
者
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
事
情
を

聴
取
す
る
等
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
１
号
中
「事
業

」
を
「行

事

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
２
号
中
「対

象
事
業
名

」
を
「対

象
行
事
名

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
３
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
３
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
3
号
（
第
７
条
関
係
）

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
殿

 
申
請
者
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
報
　
　
　
告
　
　
　
書

　
 　
　
年
　
月
　
日
付
け
　
　
第
　
　
号
で
共
催
・
後
援
の
承
認
を
受
け
た
行
事
が
終
了
し
た
の
で
下
記
（
別
紙
）
の

と
お
り
報
告
し
ま
す
。

　
記

　
　
１
　
行
事
の
名
称

　
　
２
　
開
催
期
日

　
　
３
　
開
催
場
所

　
　
４
　
行
事
の
概
要

　
　
５
　
収
支
決
算
書
及
び
そ
の
他
必
要
書
類
（
別
添
）
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）　

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
承
認
す
る
行
事
の
共
催
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

こ
の
訓
令
の
施
行
日
前
に
、
改
正
前
の
訓
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
行
事
の
共
催
等
の
申
請
及
び
承
認

は
、　

改
正
後
の
訓
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号

　

職
員
分
限
懲
戒
審
査
会
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教
育
長　
　

髙　
　

橋　
　
　
　
　

仁　
　
　

　
　
　

職
員
分
限
懲
戒
審
査
会
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
分
限
懲
戒
審
査
会
設
置
規
程
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
及
び
高
校
教
育
課
」
を
「
、
高
校
教
育
課
及
び
特
別
支
援
教
育
課
」
に
改
め
、「
、
特
別
支
援
教
育
室

の
室
長
の
職
に
あ
る
者
」
を
削
る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
及
び
高
校
教
育
課
」
を
「
、
高
校
教
育
課
及
び
特
別
支
援
教
育
課
」
に
改
め
、「
、
特
別
支
援

教
育
室
の
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
室
長
補
佐
（
人
事
管
理
を
担
当
す
る
者
に
限
る
。）」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

　

昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号
（
宮
城
県
指
定
史
跡
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

　

鷹
の
巣
古
墳
群
（
九
基
）
の
項
中
「
宮
城
県
指
定
史
跡
」
を
「
史
跡
」
に
改
め
る
。

　

備
考
中
「
宮
城
県
教
育
庁
文
化
財
保
護
課
」
を
「
宮
城
県
教
育
委
員
会
」
に
改
め
る
。

様
式
第
4
号
（
第
８
条
関
係
）

 
第
　
　
　
　
　
号
　
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
申
請
者
　
殿

 
宮
城
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
共
催
（
後
援
）
名
義
の
承
認
取
消
し
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
 　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
（
文
書
番
号
）
で
承
認
し
ま
し
た
共
催
（
後
援
）
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
と
お
り
承
認

を
取
り
消
し
ま
す
。

　
記

　
　
１
　
共
催
（
後
援
）
を
承
認
し
た
行
事
名

　
　
２
　
共
催
（
後
援
）
の
期
間

　
　
３
　
承
認
を
取
り
消
す
理
由

　
　
４
　
今
後
の
事
務
処
理
の
注
意
事
項
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
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